
法令および定款に基づく
インターネット開示事項

・業務の適正を確保するための体制
　および当該体制の運用状況
・連結株主資本等変動計算書
・連結注記表
・株主資本等変動計算書
・個別注記表
（2019年４月１日から2020年３月31日まで）

「業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況」、連結計算書類
の「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」、計算書類の「株主資本
等変動計算書」および「個別注記表」につきましては、法令および当社定款第
16条の規定に基づき、当社ウェブサイト（https://www.idnet-hd.co.jp/）に掲載
することにより株主の皆さまに提供しております。
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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
　当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のような体制の確立・推進を進めています。

① 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
❶ 取締役および執行役員は、当社グループが共有すべきルール・考え方を定めた経営理念「IDentity」に
基づき、企業倫理の確立に努めるとともに、法令、定款および社内規程の遵守の重要性を役職員に対し
繰り返し発信し、その周知徹底を図る。

❷ コンプライアンスの徹底を図るため、コンプライアンス所管の専担部署を設置し、「コンプライアンス基
本規程」を定めるとともに、コンプライアンス意識の維持・確立、その周知徹底のための教育・啓蒙活動
等を行う。

❸ 当社グループにおける法令違反や社内ルール違反等の行為については、「内部通報規程」を制定し、通報
または相談を受け付ける内部窓口（監査役ならびにコンプライアンス所管部署）と、通報を受け付ける外
部窓口（顧問弁護士等）を設置し、問題の早期発見に努める。

❹ 財務報告に係る信頼性を確保するため、別途「財務報告に係る内部統制基本方針」を定め、財務報告に係
る内部統制のマネジメントシステムを構築し、その適正な運用に努める。

❺ 社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で組織的に対応
し排除する。

② 取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　取締役の職務の執行に係る情報・文書（電磁的媒体を含む）の取扱いは、社内規程およびそれに関する関
連マニュアル等に従い適切に保存および管理（廃棄を含む）を実施し、必要に応じて運用状況の点検、各規
程等の見直し等を行う。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　コンプライアンス、自然災害、情報セキュリティ、労務管理および品質管理等に係るリスクについては、
取締役会の諮問機関である「グループリスク管理委員会」において、リスク状況のモニタリング、対策の検
討および状況の取締役会報告等を行う。個別リスクへの対応については、各々の所管部署が、規則・ガイド
ラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行う。

④ 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
❶ 取締役の迅速かつ適正な意思決定のために、「グループ経営会議」、「経営委員会」等を設置し、重要事項
の事前審議等を行う。

❷ 業務執行に関する職務分掌・権限・手続き等を明確化するとともに、執行役員制度を導入し効率的な業務
執行を図る。
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❸ 経営計画のマネジメントについては、中期経営計画および年度計画に基づき、各業務執行ラインが目標達
成のために活動し、代表取締役が月次レビューにより、事業計画の進捗と業務の執行状況の確認を行う。

❹ 取締役会規程により定められている事項およびその付議基準に該当する事項については、すべて取締役会
に付議することを遵守する。

⑤ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
❶ 当社グループにおける業務の適正を確保するため、「関係会社管理規程」ならびに「関係会社管理所管部
署」を定め、関係会社の関連部署等とも連携して、その業務執行状況について管理・指導を行う。

❷ 経営監査所管部署は、当社グループの業務活動の適法性・効率性について監査する。
❸ 監査役会のもとに「グループ監査役会議」を設置し、当社グループ各社の監査役が意見交換や情報交換を
行うとともに、監査役の視点から、グループ全体に関わる事項について議論・検討を行う。

⑥ 監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項
❶ 監査役の求めがある場合、監査役の職務を補助すべき部署として、専担部署の設置もしくは既存部署との
兼務により、専任もしくは兼任の使用人１名以上を配置する。

❷ 前項の具体的な内容については、監査役の意見を聴取し、人事担当役員その他関係各方面の意見も十分に
考慮して決定する。

⑦ 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
　監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動、人事評価、懲戒処分については、監査役会の同意を必要
とする。

⑧ 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制
❶ 取締役およびその他の役職者は、監査役に対して、法定の事項にくわえ、当社グループに重大な影響を及
ぼす事項、内部監査の状況、内部通報制度の利用状況およびその内容をすみやかに報告する体制を整備す
る。報告の方法については、取締役との協議により決定する。

❷ 監査役は、「取締役会」、「グループ経営会議」その他重要な会議に出席する。

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
❶ 役職員の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査のための環境を整備する。
❷ 監査役会は、代表取締役、会計監査人との定期的な意見交換を実施し、適切な意思疎通および効果的な監
査業務の遂行を図る。
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⑩ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社グループにおける、上記業務の適正を確保するための体制のおもな運用状況は、以下のとおりです。
❶ コンプライアンス体制
　当社グループは、経営理念である「IDentity」を実践していくうえで、コンプライアンスの徹底・強化を
経営上の重要な基本原則と位置づけています。「コンプライアンス基本規程」に基づき、コンプライアンス
所管の専担部署を中心に、コンプライアンス意識のさらなる維持・確立と周知徹底のための教育・啓蒙活動
等に努めています。
　内部通報制度については、「内部通報規程」を新たに制定し、社内外の通報・相談窓口に監査役を追加す
ることで、コンプライアンスに係る問題のよりいっそうの早期発見・解決に努めています。
❷ リスク管理体制
　取締役会の諮問機関である「グループリスク管理委員会」を計4回開催し、グループ横断的なリスク管理
の強化・向上について検討を行うとともに、新型コロナウイルス等の突発的に発生したリスク事案に対して
も迅速かつ適正な対応に努めています。
❸ 取締役の効率的な職務執行体制
　毎月１回の定例取締役会にくわえ必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の意思決定の迅速化を図る
とともに、取締役会の諮問機関である「経営委員会」を計８回開催し、おもにM&A、投資、資本・業務提携
等の重要案件について、十分な時間をかけ自由闊達な議論を行っています。また、グループ各社の経営上の
重要課題を協議する場として、常勤の取締役・監査役やグループ会社の経営幹部をメンバーとする「グルー
プ経営会議」を、原則月１回開催しています。
❹ グループ経営管理体制
　グループの経営管理については、従来国内グループ会社を子会社、海外グループ会社を孫会社とする体制
をとっておりましたが、2020年4月よりこれを見直し、国内外のグループ会社すべてを当社の子会社に変更
しました。ガバナンスの観点から、当社が直接すべてのグループ会社の経営管理を実施するほうがより効果
的・効率的だと判断しました。
❺ グループの内部統制管理体制
　グループの内部統制管理のさらなる改善・強化を目的に、2020年4月より「グループ内部統制会議」を設
置しました。代表取締役社長が議長を務め、四半期毎に、グループの内部統制システムに係る体制の整備・
運用状況を定期的に評価・検証し、必要な改善措置を講ずるとともに、そのフォローを行います。また審議
結果については、年2回取締役会に報告を行います。
❻ 監査体制
　監査役は、取締役会やグループ経営会議その他重要な会議に出席するとともに、監査役会において、代表
取締役、会計監査人および内部監査部門との定期的な意見交換を行い、適切な意思疎通と効果的な監査業務
の遂行に努めています。また、監査役会のもとに「グループ監査役会議」を設け、四半期毎に監査役の視点
からグループ全体の課題や問題点等を議論・検討するほか、監査役会からの問題提起や検討要請にも適宜対
応しています。
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連結株主資本等変動計算書
（2019年４月１日から2020年３月31日まで）

（単位：千円）

株主資本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当期首残高 592,344 568,352 6,947,709 △470,069 7,638,336

当期変動額

剰 余 金 の 配 当 △741,870 △741,870
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 1,297,024 1,297,024

自己株式の取得 △436 △436

自己株式の処分 △764 26,823 26,058
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 － △764 555,154 26,387 580,777

当期末残高 592,344 567,587 7,502,863 △443,682 8,219,113

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主
持分 純資産合計その他

有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る
調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 557,514 109,840 1,807 669,162 10,609 24,119 8,342,227

当期変動額

剰 余 金 の 配 当 △741,870
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 1,297,024

自己株式の取得 △436

自己株式の処分 26,058
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) △162,034 △35,646 △809 △198,490 △1,672 7,700 △192,462

当期変動額合計 △162,034 △35,646 △809 △198,490 △1,672 7,700 388,314

当期末残高 395,479 74,194 997 470,671 8,937 31,820 8,730,542
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連結注記表
Ⅰ．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
１．連結の範囲に関する事項
連結子会社の状況
（1） 連結子会社の数 10社
（2） 主要な連結子会社の名称

株式会社インフォメーション・ディベロプメント
株式会社プライド
艾迪系統開発（武漢）有限公司
INFORMATION DEVELOPMENT SINGAPORE PTE. LTD.
INFORMATION DEVELOPMENT AMERICA INC.
愛ファクトリー株式会社
PT. INFORMATION DEVELOPMENT INDONESIA
IDM INFORMATION DEVELOPMENT MYANMAR CO., LTD.
株式会社フェス
株式会社DXコンサルティング

（3） 連結の範囲の変更に関する事項
株式会社インフォメーション・ディベロプメントは、2019年４月１日設立に伴い、当連結会計年度より、連結の範囲に含

めております。また、株式会社DXコンサルティングは、2020年１月21日設立に伴い、当連結会計年度より、連結の範囲に含
めております。

２．持分法の適用に関する事項
　非連結子会社および関連会社がないため、持分法の適用会社はありません。
３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社10社のうち８社の決算日は連結決算日と一致しております。また、IDM INFORMATION DEVELOPMENT
MYANMAR CO., LTD.の決算日については９月30日であり、艾迪系統開発（武漢）有限公司の決算日については12月31日であり
ますが、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しております。
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４．会計方針に関する事項
（1） 有価証券の評価基準および評価方法

① 関係会社株式 …移動平均法による原価法
② その他有価証券
・時価のあるもの…決算末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
・時価のないもの…移動平均法による原価法

（2） たな卸資産の評価基準および評価方法
① 商品 ……………総平均法による原価法
（連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

② 仕掛品 …………個別法による原価法
（3） 重要な減価償却資産の減価償却方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）……定率法
　なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）ならびに2016年４月１日以降に取得した建物附属設
備および構築物については、定額法を採用しております。
　海外連結子会社は、主として定額法によっております。
　なお、1998年４月１日以降に取得した取得価額10万円以上20万円未満の資産については、３年間で均等償却する方法を採
用しております。
② 無形固定資産（リース資産を除く）……定額法
　なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
　ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年間）に基づく定額法によっております。
③ リース資産
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。

④ 長期前払費用 ……………………………定額法
　なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

（4） 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別
に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
　当社および一部の連結子会社は、従業員（取締役でない執行役員を含む）の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額の
うち当連結会計年度の負担額を計上しております。
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③ 役員賞与引当金
　役員賞与の支出に備えるため、当連結会計年度末における期末要支給額を計上しております。
④ 受注損失引当金
　受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における受注契約に係る損失見込額を計上しております。
⑤ 役員退職慰労引当金
　一部の連結子会社は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

（5） 退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基
準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
　数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）によ
る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理しております。
③ 当社の一部は、確定拠出年金制度を採用しております。
④ 連結子会社の一部は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付
債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

（6） 重要な収益および費用の計上基準
　請負受注制作のソフトウェアに係る売上高および売上原価の計上基準
① 当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる受注制作のソフトウェア
　進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）
② その他の受注制作のソフトウェア
　完成基準

（7） 重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、
在外子会社の資産および負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益および費用は期中平均相場により円貨
に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。

（8） のれんの償却に関する事項
　のれんの償却については、５年間および７年間の定額法により償却を行っております。

（9） 消費税等の会計処理
　税抜方式によっております。
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Ⅱ．未適用の会計基準等に関する注記
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年３月31日）

（1）概要
　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基
準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいては
Topic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15
日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な
会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図
る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、
会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可
能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

（2）適用予定日
　2022年３月期の期首から適用します。

（3）当該会計基準等の適用による影響
　「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結計算書類に与える影響額については、現時点で評価中であります。

・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 2020年３月31日）

（1）概要
　関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示すことを目的とす
るものです。

（2）適用開始日
　2021年３月期の年度末より適用予定であります。
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・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日）

（1）概要
　当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリス
クがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することを目的とす
るものです。

（2）適用開始日
　2021年３月期の年度末より適用予定であります。

・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年７月４日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日）

（1）概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関す

る会計基準の適用指針」（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が
定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
　 ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が

定められました。

（2）適用予定日
　2022年３月期の期首から適用します。

（3）当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結計算書類に与える影響額については、現時点で評価中でありま
す。
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Ⅲ．表示方法の変更に関する注記
　（連結貸借対照表）

前連結会計年度において、流動資産の「その他」に含めていた「未収入金」及び、流動負債の「その他」に含めていた「未払
消費税等」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、
前連結会計年度の連結計算書類の組替えを行っております。
　なお、前連結会計年度の「未収入金」は7,432千円、「未払消費税等」は285,794千円であります。

Ⅳ．連結貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 1,175,176千円

2020年05月26日 16時54分 $FOLDER; 11ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



― 11 ―

Ⅴ．連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項

当連結会計年度
期首株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 12,044,302 － － 12,044,302

合計 12,044,302 － － 12,044,302

自己株式

普通株式（注）１、２、３ 961,470 289 66,000 895,759

合計 961,470 289 66,000 895,759

（注）１．普通株式の自己株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取請求による増加 289株

２．普通株式の自己株式の減少数の内訳は、次のとおりであります。
ストック・オプションの権利行使による減少 20,250株
株式給付信託口からの株式給付による減少 45,750株

３．普通株式の自己株式の株式数には、株式給付信託（BBT）および株式給付信託（J－ESOP）制度に係る信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社
（信託Ｅ口）が保有する当社株式（当連結会計年度期首327,977株、当連結会計年度末282,227株）が含まれております。

２．剰余金の配当に関する事項
（1） 配当金支払額等

（ⅰ）2019年６月21日開催の第51期定時株主総会による配当に関する事項
・配当金の総額 456,432千円
・１株当たりの配当金 40円
・基準日 2019年３月31日
・効力発生日 2019年６月24日
　なお、配当金の総額は株式給付信託（BBT）および株式給付信託（J－ESOP）制度に係る信託財産として資産管理サービス
信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有する当社株式に対する配当金13,119千円を含めて記載しております。
（ⅱ）2019年11月８日開催の取締役会による配当に関する事項
・配当金の総額 285,437千円
・１株当たりの配当金 25円
・基準日 2019年９月30日
・効力発生日 2019年12月６日
　なお、配当金の総額は株式給付信託（BBT）および株式給付信託（J－ESOP）制度に係る信託財産として資産管理サービス
信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有する当社株式に対する配当金7,580千円を含めて記載しております。

（2） 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌連結会計年度になるもの
2020年６月19日開催の第52期定時株主総会において次のとおり付議いたします。
・配当金の総額 285,769千円
・１株当たりの配当金 25円
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・基準日 2020年３月31日
・効力発生日 2020年６月22日
　なお、配当金の総額は株式給付信託（BBT）および株式給付信託（J－ESOP）制度に係る信託財産として資産管理サービス
信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有する当社株式に対する配当金7,055千円を含めて記載しております。

３．当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式の種類および数
普通株式 116,250株
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Ⅵ．金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
（1） 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産に限定して運用しております。また、必要な資金は銀行借入に
より調達しております。

（2） 金融商品の内容およびそのリスク
　営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクが存在します。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の
株式および社債であり、市場価格の変動リスクおよび発行体の信用リスクが存在します。差入保証金は主に事業所を賃借する
際に支出したものであり、預入先の信用リスクが存在します。
　未払法人税等は、法人税、住民税及び事業税に係る債務であり、全て１年以内に納付期日が到来します。
　借入金は、主に営業取引に関わる資金調達であり、その一部は、変動金利であるため金利の変動リスクが存在します。

（3） 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
　営業債権である受取手形及び売掛金は、当社の債権管理規程に従い、取引相手ごとに期日および残高を管理するとともに、
財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社の債権管理規程に準じ
て、同様の管理を行っております。
② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
　投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案
して保有継続について検討を行っております。
③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　当社は、経理部が適時に将来一定期間の資金収支の見込みを作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性
リスクを管理しております。連結子会社においても同様の管理を行っております。

（4） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動す
ることがあります。

（5） 信用リスクの集中
　当連結会計年度の連結決算日現在における営業債権のうち57.9％は大口顧客９社に対するものであります。
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２．金融商品の時価等に関する事項
　2020年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を
把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。（（注）２．参照）

連結貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

（1） 現金及び預金 4,689,877 4,689,877 －

（2） 受取手形及び売掛金 4,250,528 4,250,528 －

（3） 未収入金 913,772 913,772 －

（4） 投資有価証券
その他有価証券 1,033,003 1,033,003 －

（5） 差入保証金 253,578 244,942 △8,635

資産計 11,140,759 11,132,123 △8,635

（1） 買掛金 901,141 901,141 －

（2） 短期借入金 360,000 360,000 －

（3） 未払法人税等 919,004 919,004 －

（4） 未払消費税等 1,324,503 1,324,503 －

（5） 長期借入金 749,400 749,202 △197

負債計 4,254,049 4,253,851 △197

（注）１．金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券に関する事項
資 産
（1） 現金及び預金、（2） 受取手形及び売掛金、（3） 未収入金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
（4） 投資有価証券

これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格または取引金融機関等から提示された価格によっておりま
す。

（5） 差入保証金
差入保証金の時価の算定は、合理的に見積もりした差入保証金の返還予定時期に基づき、信用リスクを加味した利率で割引いた現在価値によっ
ております。

負 債
（1） 買掛金、（2） 短期借入金、（3） 未払法人税等、（4） 未払消費税等

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
（5） 長期借入金（１年内返済予定を含む）

長期借入金の時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しておりま
す。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額（千円）
非上場株式 106,307
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「（3）投資有価証券」には含めておりません。
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３．金銭債権および満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超
（千円）

現金及び預金 4,689,877 －

受取手形及び売掛金 4,250,528 －

投資有価証券

　その他有価証券のうち満期があるもの

　 債券（社債） － 100,000

差入保証金 6,263 247,314

合計 8,946,669 347,314

Ⅶ．賃貸等不動産に関する注記
　賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

Ⅷ．１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 779円45銭
２．１株当たり当期純利益 116円71銭
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株主資本等変動計算書
（2019年４月１日から2020年３月31日まで）

（単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金 利益
剰余金
合計

別途
積立金

特別償却
準備金

繰越利益
剰余金

当期首残高 592,344 543,293 26,876 570,170 43,687 4,210,000 505 2,517,861 6,772,055

当期変動額

特別償却準備金の取崩 △505 505 －

剰余金の配当 △741,870 △741,870

当期純利益 250,798 250,798

自己株式の取得

自己株式の処分 △764 △764

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － △764 △764 － － △505 △490,565 △491,071

当期末残高 592,344 543,293 26,111 569,405 43,687 4,210,000 － 2,027,295 6,280,983

株主資本 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

自己株式 株主資本合計 その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △470,069 7,464,500 557,653 557,653 10,609 8,032,763

当期変動額

特別償却準備金の取崩 － －

剰余金の配当 △741,870 △741,870

当期純利益 250,798 250,798

自己株式の取得 △436 △436 △436

自己株式の処分 26,823 26,058 26,058

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △162,034 △162,034 △1,672 △163,706

当期変動額合計 26,387 △465,449 △162,034 △162,034 △1,672 △629,156

当期末残高 △443,682 6,999,050 395,619 395,619 8,937 7,403,607

2020年05月26日 16時54分 $FOLDER; 17ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



― 17 ―

個別注記表
Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．有価証券の評価基準および評価方法
（1）子会社株式 …………………………移動平均法による原価法
（2）その他有価証券

・時価のあるもの …………………決算末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

・時価のないもの …………………移動平均法による原価法
２．たな卸資産の評価基準および評価方法
（1）商品 …………………………………総平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
（2）仕掛品 ………………………………個別法による原価法
（3）貯蔵品 ………………………………最終仕入原価法
３．固定資産の減価償却方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く） ……定率法
　なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）ならびに2016年４月１日以降に取得した建物附属設
備および構築物については、定額法を採用しております。
　なお、1998年４月１日以降に取得した取得価額10万円以上20万円未満の資産については、３年間で均等償却する方法を採
用しております。

（2）無形固定資産（リース資産を除く） ……定額法
　なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
　ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年間）に基づく定額法によっております。

（3）リース資産
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。

（4）長期前払費用 ………………………………定額法
　なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

４．外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
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５．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別
に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

（2）賞与引当金
　従業員（取締役でない執行役員を含む）の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上し
ております。

（3）役員賞与引当金
　役員賞与の支出に備えるため、当事業年度末における期末要支給額を計上しております。

（4）受注損失引当金
　受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に係る損失見込額を計上しております。

（5）投資損失引当金
　関係会社への投資に係る損失に備えるため、当該会社の財務状態等を勘案し、必要と認められる額を計上しております。

６．重要な収益および費用の計上基準
請負受注制作のソフトウェアに係る売上高および売上原価の計上基準
・当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる受注制作のソフトウェア
進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

・その他の受注制作のソフトウェア
完成基準

７．のれんの償却に関する事項
　のれんの償却については、５年間の定額法により償却を行っております。

８．消費税等の会計処理
　税抜方式によっております。

Ⅱ．表示方法の変更に関する注記
（貸借対照表）
前事業年度において、流動資産の「その他」に含めていた「未収入金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区

分掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の計算書類の組替えを行っております。
　なお、前事業年度の「未収入金」は23,499千円であります。
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Ⅲ．貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 845,125千円
２．関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権 249,515千円
短期金銭債務 1,611,697千円

Ⅳ．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
（1）営業収益 1,058,114千円
（2）営業費用 136,776千円

Ⅴ．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の数に関する事項

当事業年度期首
株式数（株）

当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

普通株式 961,470 289 66,000 895,759

　合計 961,470 289 66,000 895,759

（注）１．普通株式の自己株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取請求による増加 289株

２．普通株式の自己株式の減少数の内訳は、次のとおりであります。
ストックオプションの権利行使による減少 20,250株
株式給付信託口からの株式給付による減少 45,750株

３．普通株式の自己株式の株式数には、株式給付信託（BBT）および株式給付信託（J－ESOP）制度に係る信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社
（信託Ｅ口）が保有する当社株式（当事業年度期首327,977株、当事業年度末282,227株）が含まれております。
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Ⅵ．税効果会計に関する注記
繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
未払事業税 3,026千円
未払事業所税 274千円
未払費用 1,224千円
長期未払金 31,007千円
会社分割に伴う関係会社株式 315,704千円
投資有価証券評価損 31,020千円
減損損失 123,009千円
その他 115,824千円
繰延税金資産小計 621,092千円
評価性引当額 △259,780千円
繰延税金資産合計 361,312千円

繰延税金負債
長期未収入金 16,394千円
その他有価証券評価差額金 175,383千円
繰延税金負債合計 191,777千円
繰延税金資産の純額 169,534千円
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Ⅶ．関連当事者との取引に関する注記

種類 会社等の名称
議決権等の
所有（被所
有）割合

関連当事者との
関係 取引の内容 取引金額

（千円） 科目 期末残高
（千円）

子会社

株式会社イン
フォメーショ
ン・ディベロ
プメント

所有
直接100％

資金の借入
債務の保証
役員の兼任
経営管理

従業員の出向受
入れ

管理業務の委託

利息の支払
（注１） 6,411 　短期借入金 1,600,000

銀行借入に対す
る債務被保証
（注２）

450,000 － －

経営指導料の受
取（注３） 825,367 未収入金 248,844

業務委託料の支
払（注３） 79,937 － －

子会社 株式会社フェ
ス

所有
直接100％

役員の兼任
経営管理 配当金の受取 200,000 － －

(注)１．資金の借入については、市場金利を勘案して決定しております。
　 ２．当社の銀行借入について債務保証を受けております。保証料は支払っておりません。
　 ３．取引条件等については、双方協議の上、契約等に基づき合理的に決定しております。
　 ４．取引価格には、消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

Ⅷ．１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 663円29銭
２．１株当たり当期純利益 22円57銭
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